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ものわすれ相談のご利用を

　ものわすれなどの気掛かりな症状や

認知症の予防、認知症の人への対応方

法などの相談を看護職がお伺いしま

す。また、タッチパネル式のパソコン

を使った「ものわすれ健診」も実施し

ます。

とき　１０月１２日、午後１時３０分～３時

ところ　総合福祉会館（当日、直接会

場へ）　参加費　無料

問い合わせ　高齢介護課（内線１８９）

相　談
引きこもり相談窓口

　１５歳（中学校卒業後）からおおむね

３９歳までの人で引きこもりなどに悩ん

でいる人とその保護者を対象に、カウ

ンセラーによる相談を実施します。

とき　①１０月２７日、②１１月２４日、

いずれも午後１時～２時３０分、午後２

時３０分～４時　

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は１０月６日～２０日、

②は１１月７日～１７日までに、生涯

学習課〔(２４)１４５１〕へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

府育英会奨学金の貸し付け

　来年度に高校、高等専門学校、専修

学校（高等課程）に入学を希望する生

徒の保護者を対象に「授業料に対する

貸付（奨学資金）」と「入学資金に対す

る貸付（入学時増額奨学資金）」の予約

申請が、各市立中学校で実施されます。

　申請の締め切りは１０月７日までで

す。

※私立中学校などの締め切りは各学校

にお問い合わせください。

問い合わせ　各市立中学校、教育指導

室（内線３６４）

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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食育講座 ＆試食会 「自然のエ
ネルギーで育つ農産物を子ど
もたちへ」

とき　１１月１９日、午前１１時～午後１時

ところ　きらめきファクトリー

内容・講師　「自然のエネルギーで育

つ農産物を子どもたちへ」＝久野　陽

子さん（富田林自然農法根っ子の会会

員）、「自然のエネルギーを大切にする

農業に取り組む」＝高橋　博美さん（富

田林自然農法根っ子の会理事長）

※講座終了後、自然農法で栽培された

米や野菜を使用したご飯やみそ汁など

を試食。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　１１月５日（必着）までに、

往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年

齢、性別、電話番号を記入し、５８４-

００５６嬉４４９　富田林自然農法根っ子の

会事務局〔０９０(５６６４)３３８８〕へ（申し込

み多数の場合抽選、電話申し込み不可）

精神障がい者家族教室

とき　１０月２５日、午後２時～４時

ところ　富田林保健所

内容・講師　「地域の福祉制度、福祉

サービスについて」＝市障がい福祉課

職員、「精神障がいのある方への就労支

援～働くこと・働き続けること～」＝

坪倉　浩治さん（南河内南障害者就業・

生活支援センターセンター長）、松本　

幸紀さん（同センター主任就業支援担

当）

対象者　市内在住の精神障がいのある

人の家族

定員　２０人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　１０月６日～１８日までに

富田林保健所地域保健課〔(２３)２６８４〕へ

福祉施設のお仕事・事業所見
学会

とき　１０月１９日、午後１時５０分～

ところ　（社福）富美和会（ケアセンター

Ｎｉｓｈｉｋｉ）（錦織南二丁目１の１）

※申し込み方法など詳しくはお問い合

わせください。

問い合わせ　ハローワーク河内長野

〔(５３)３０８１〕

 

ワンポイント！介護講習会

　在宅介護に必要な介護方法につい

て、講義や実技を取り入れた同講習会

を開催します。今回は「高齢者疑似体

験」と「車イスや歩行器などの基本操

作および介助方法」をテーマに、介護

が楽になるコツを学びます。

とき　１０月２６日、午後２時～３時３０分

ところ　市消防本部　※市消防本部に

は駐車場はありませんので、できるだ

け公共交通機関をご利用ください。

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　１０月２５日までに高齢介護

課（内線１９７）へ（申し込み多数の場合

抽選）

若さ・健康・体力アップ教室

とき　１１月２日～１２月２１日の毎週水曜

日（１１月２３日は除く）、午前９時４５分～

１１時４５分（全７回）　

ところ　けあぱる　

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイント、口の

ケアについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　１０月２３日までにウエルネ

スけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

相続対策講座～あなたが知り
たい相続にまつわるお金の話～

　「相続」が「争続」となり残された家

族が悩まないためにも、家族全員で早

いうちから相続について考えてみませ

んか。経験豊富な税理士が相続の基本

や手続きについて分かりやすくお話し

します。

とき　１１月１９日、午前１０時～正午

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　２００人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　１０月６日～、レインボー

ホール（市民会館）へ（電話申し込み

可）

講　座
食育講座「食べたもので心と
身体がつくられる～助産師が
語る食育～」

　つどいの広場「すこやかひろば」が

ＰＬ病院の助産師を講師に迎え、寺池

台保育園で、同講座を開催します。

とき　１０月２６日、午前１０時３０分～１１

時３０分　

対象者　妊娠中の人または就学前の子

どもと保護者

定員　２０組（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　１０月６日～、すこやかひ

ろば〔(５６)５５４０〕へ

骨密度測定会

とき　１０月２０日～２２日、午前１１時

～午後７時の間に各８回　※時間は、

申し込み時に確認してください。

ところ　ウエルネスけあぱる

定員　各回２０人（申し込み先着順）

参加費　１回５００円（当日、施設利用者

は１回３００円）

申し込み　１０月６日、午前１１時～、

ウエルネスけあぱるへ（電話申し込み

可）　※１０月６日、午前７時～、けあ

ぱるホームページ〔http://carepal.or.jp/〕

からも申し込み可（ホームページから

申し込む場合は、「その他連絡事項」欄

に希望する日時を明記してください）。
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水道の使用開始・中止は必ず
届け出を

○転入や転居などで新たに水道を使用

される場合は、事前に届け出が必要で

す。また、改築や新築などの工事をさ

れる場合も臨時栓としての届け出が必

要です。なお、届け出がない場合、罰

則が適用されることがあります。

○転出などで水道を使用されない場合

は、料金の精算が必要となりますので、

必ず閉栓の届け出をしてください。

○インターネットでも使用開始や中止

の手続きができます。市ウェブサイト

内の水道事業のページにある申し込み

画面に、必要事項を入力し送信してく

ださい。水道お客様センターで申し込

み内容を確認後、手続きをします。

　検針は２カ月に一度お伺いしていま

すが、メーターボックスの上に車や物

を置かないよう、また付近に犬を放し

飼いにするなど検針の支障とならない

ようご協力をお願いします。

　なお、閉栓中であっても、定期的に

検針を実施しています。メーター以降

の水道管などの維持管理は利用者に帰

属することから、閉栓中の漏水などに

ついては、自己負担となりますのでご

注意ください。

問い合わせ　水道お客様センター

〔(２０)６４００〕

浄化槽の定期検査を受けま
しょう

　浄化槽管理者は、保守点検や清掃の

実施と併せて、浄化槽法に基づく定期

検査を毎年１回受けることが義務付け

られています。

　同検査は浄化槽が適正に管理され、

浄化槽の放流水が適切な水質であるか

を確認する検査で、府が指定した検査

機関である（一社）府環境水質指導協

会〔０７２(２５７)３５３１〕に検査を申し込

む必要があります。詳しくはお問い合

わせください。

問い合わせ　富田林保健所衛生課

〔(２３)２６８２〕

上下水道
水道メーターの取り替えに    
ご理解とご協力を

　水道メーターは、計量法により使用

有効期間が８年と定められているた

め、本市では有効期限が迫った水道

メーター（私設の参考メーターは除く）

を順次取り替えています。

　メーター交換を予定しているお宅に

は、事前に「お知らせチラシ」を配布

しますのでご協力をお願いします。

●取り替えに際してのお願い

○メーターボックスの上に車や物を置

かないでください。

○メーター交換のときは１５～３０分程

度、水を止めさせていただきますので

ご了承ください。

○交換後、水が白く濁る場合がありま

すが、空気が混入しているだけですの

で問題はありません。少し水を出して

いただければ解消します。

　メーター交換は無料となっています

ので代金をいただくことはありませ

ん。なお、委託業者は上下水道部発行

の証明書を携帯していますのでご確認

ください。

　また、塀や擁壁の工事などでメー

ターの位置を変更する場合は、指定工

事業者を通じて、検針しやすい場所に

移設してください。

　工事については、市指定給水装置工

事業者または市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へお問い合わせく

ださい（月～金曜日の午後５時３０分以

降と土・日曜日、祝日は市役所宿直室

〔(２５)１０００〕へ）。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが、

旅行などで長い間留守にされたときは、

ご家庭の給水管に水が長時間滞留し、

消毒の効果が薄れることがあります。

　通常の使用では水質基準内で問題あ

りませんが、長時間使用しなかったと

きは、念のためバケツ一杯分程度、飲

み水以外にお使いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

悪質な訪問販売にご注意を

　最近、「市役所から委託されて来た」

と 騙 る業者が強引に水質調査をし、浄
かた

水器を販売したり、水道管の清掃をし

たりする事案が多く発生しています。

　市は直接、浄水器

の販売や、水道の調

査・工事などはして

いません。

　必要でない場合や

不審に感じた場合は 毅  然 とした態度で
き ぜん

断ってください。判断が難しいとき

は、その場で市役所にご相談ください。

また、「だまされたかな」と思われる人

は消費者相談をご利用ください。

問い合わせ　上下水道総務課（内線

２５１）、市消費生活センター（内線１８６）

 

土地の利用変更や家屋の新築・
増築、取り壊しをした場合は届
け出を

　宅地や農地、山林を駐車場や資材置

き場などに利用される場合や、元に戻

された場合は、課税方法・税額が変わ

りますので届け出てください。

　また、家屋の新築や増築、取り壊し

をされた場合も必ず届け出をしてくだ

さい。

　なお、倉庫や物置なども課税の対象

となる場合があります。いずれも法務

局で、土地については地目変更登記、

家屋については表題・滅失登記を済ま

された場合は必要ありません。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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ご存じですか？                     
国民年金保険料の「後納制度」

　後納制度とは、２７年１０月から３０年９

月までの３年間に限り、過去５年以内

に納め忘れた国民年金保険料を納付す

ることができる制度です。後納制度を

利用することで、将来の年金額が増え

たり、納付した期間が不足して年金を

受給できなかった人が年金受給資格を

得られたりする場合があります。

　ただし、すでに老齢基礎年金を受給

されている人などは、後納制度をご利

用いただけませんのでご注意ください。

　なお、後納制度を利用して保険料を

納めるには事前申し込みが必要です。

　申し込み方法など、詳しくはお問い

合わせください。

問い合わせ　国民年金保険料専用ダイ

ヤル〔０５７０(０１１)０５０〕、天王寺年金事

務所〔０６(６７７２)７５３１〕

国民年金保険料をまとめて    
前納すると割り引きされます

　今年度の下半期分（１０月～２９年３月

分）の保険料を１０月３１日までに前納

すると、保険料が割り引きされます。

　また、保険料の一部が免除承認され

ている人も、納付すべき一部の保険料

を前納することにより割り引きされま

す。割り引き額は、下表のとおりです。

下半期分の保険料の前納方法

　「領収（納付受託）済通知書」の領収

日付欄に「下期」と表示のある納付書

で、最寄りの金融機関、郵便局、コン

ビニエンスストアで納付してください。

※前納用の納付書がないときは、年金

事務所にご連絡ください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金
 

65歳になる人に　　　　　  
介護保険被保険者証を送付

　介護保険制度では、６５歳（誕生日の

前日）になると第１号被保険者となり

ます。本市では、同被保険者になる月

の初旬に同被保険者証を送付していま

す。要介護認定の申請の際に必要とな

りますので大切に保管してください。

　また、同被保険者になると介護保険

料の計算方法や納め方が変わります。

　詳しくは、同被保険者証に同封のパ

ンフレット、または翌月に送付する保

険料の納付通知書をご

覧ください。

　介護保険料は原則、

特別徴収（年金からの

天引き）で納めていた

だくことになります

が、同被保険者になられてすぐには特

別徴収になりません。しばらくの間、

普通徴収（市から送付する納付通知書

で納付）で納めてください。また、特

別徴収になる時期は、事前に通知しま

す。

　なお、６５歳になる前の保険料や納付

については、ご加入の医療保険（健康

保険組合など）に直接お問い合わせく

ださい。

●10月から特別徴収に変わる人

　現在、普通徴収で保険料を納めてい

る人のうち今年４月１日時点で、６５歳

になっている人で、特別徴収の対象と

なる公的年金（老齢年金や退職年金な

ど）を年間１８万円以上受給している人、

今年本市へ転入した人で年金保険者

（年金事務所、共済組合など）に住所

変更の手続きを完了されている人、ま

たは昨年度中に保険料額更正などで特

別徴収から普通徴収に変更となった人

は原則、介護保険料の支払い方法が１０

月から特別徴収に変わります。

　ただし、すでに納付書をお持ちの場

合は、上記にかかわらず来年３月まで

普通徴収で納めてください。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

介護保険
  

障がい者医療証（65歳未満）が
「オレンジ色」に変わります

　現在、「障がい者医療証」（緑色）をお

持ちの人は、１０月３１日で有効期限が

切れます。

　引き続き該当する人には、新しい医

療証（オレンジ色）を１０月末に郵送し

ます。届かない場合や初めて申請され

る人は、お問い合わせください。

　また、同医療証をお持ちの人で健康

保険証や住所などに変更のある人は速

やかに届け出てください。

対象者　本市に住所を有し、健康保険

に加入している６５歳未満の人で、次の

いずれかに該当する人

・身体障がい者手帳（１・２級）を持っ

ている人

・療育手帳（Ａ）を持っている人

・身体障がい者手帳（３～６級）と療

育手帳（Ｂ１）の両方を持っている人

問い合わせ　福祉医療課（内線１６３、１６４）

 

けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　※勤務時間

など詳しくはお問い合わせください。

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（同等以上可）、もしくはガイドヘル

パー資格取得者

申し込み　月～土曜日（祝日を除く）

午前９時～午後５時にけあぱる〔(２８)

８６３３〕へ

富田林病院助産師・看護師・

看護助手募集

職種　助産師、正看護師（いずれも正

規職員）、看護助手（パート職員）　

※勤務形態や申し込み方法など詳しく

はお問い合わせください。

問い合わせ　富田林病院総務課〔(２９)

１１２１・Ｅメールjinji@tonbyo.org〕

※見学も随時受け付けしています。

福　祉

募　集
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